
   防府市・安芸高田市姉妹都市交流事業補助金交付要綱 

平成２３年１１月１日制定  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、広島県安芸高田市との姉妹都市交流事業に係る補助金（

 以下「補助金」という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助の対象等） 

第２条 この補助金の交付の対象は、防府市・安芸高田市姉妹都市交流事業実

 行委員会（以下「実行委員会」という。）が行う姉妹都市交流事業とする。 

２ 市長は、毎年度予算の範囲内で実行委員会に対し、交流事業に要する経費

 の一部を補助するものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第３条 実行委員会は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするとき

 は、防府市・安芸高田市姉妹都市交流事業補助金交付申請書（第１号様式）

 を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する補助金交付申請書に必要な書類の添付を命ずるこ

 とができる。 

 （補助金交付の決定） 

第４条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

 査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、

 防府市・安芸高田市姉妹都市交流事業補助金交付決定通知書（第２号様式）

 により、その旨を実行委員会に通知するものとする。 

 （補助金交付の請求） 

第５条 実行委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、防

 府市・安芸高田市姉妹都市交流事業補助金請求書（第３号様式）を市長に提

 出しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第６条 市長は、前条の規定による請求があったときは、３０日以内に補助金

 を交付するものとする。 

 （実績報告） 

第７条 実行委員会は、当該事業を完了したときは、事業完了後、速やかに防



 府市・安芸高田市姉妹都市交流事業補助金実績報告書（第４号様式）を市長

 に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第８条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必

 要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金

 の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付

 すべき補助金の額を確定し、実行委員会に通知するものとする。 

２ 市長は、実行委員会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既

 にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金

 の返還を命ずる。 

 （交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、実行委員会が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付

 決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。 

 (２) 事業の実施を中止し、又は廃止したとき。 

 (３) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。 

 (４) その他補助金の交付を受けることが適当でないと認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

 当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、実行

 委員会に対し期限を定めて返還を命ずることができる。 

 （その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、

 別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 


